
吹付アスベストの
使用面積

15㎡以上 15㎡未満

レベル２

建築物の延べ面積

500㎡未満2,000㎡以上
2,000㎡～
500㎡以上

レベル１

建築物の延べ面積

500㎡未満2,000㎡以上
2,000㎡～
500㎡以上

A B C D E F G

レベル３

H

含有なし

I

届出等早見表（建築物）



吹付アスベストの
使用面積

15㎡以上 15㎡未満

レベル２

工作物の築造面積

500㎡未満

レベル１

工作物の築造面積

500㎡未満

Ｊ K L M N

レベル３

O

含有なし

P

届出等早見表（工作物）

500㎡以上 500㎡以上



A B C D E F G H I J K L M N O P

特定粉じん排出等作業実施届出書
様式第３の４（大気汚染防止法）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - - 〇 〇 〇 〇 〇 - -

石綿飛散防止方法等計画届出書
第３５号様式（環境確保条例）

〇 〇 〇 - 〇 〇 - - - 〇 〇 - 〇 - - -

昭島市役所へ提出 - 〇 〇 〇 - 〇 〇 - - - - - - - - -

多摩環境事務所へ提出 〇 - - - 〇 - - - - 〇 〇 〇 〇 〇 - -

※届出は原則として発注者が行う。
※例外として、石綿の粉じんが排出されず、飛散しない工法であれば届出は不要となる。
（配管の一部が保温材で覆われている場合、保温材で覆われていない配管を切断し、保温材を
配管毎取り外す、など）


